
 

 

報告第５号 

 

専決処分の報告について《令和６年度京丹後市大宮庁舎改修工事（電気設備工事）請負契約の変更について》 

 

変更契約の締結について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、別記のとおり専決処分したので、

同条第２項の規定により報告する。  

 

令和８年２月２５日提出 

 

京丹後市長 中 山  泰 
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（別記） 

専決第４号 

 

専決処分書 

 

 変更契約の締結について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。  

 

令和８年２月１６日 

 

                      京丹後市長 中 山  泰   

 

令和６年度京丹後市大宮庁舎改修工事（電気設備工事）請負契約の変更について 

 

 令和６年１２月２０日京丹後市議会（１２月定例会）において議決のあった令和６年度京丹後市大宮庁舎改修工事（電気設備工事）

請負契約の一部を下記のとおり変更する。  

 

記 

 

契約金額中「１５５，６５０，０００円」を「１６１，７０９，９００円」に、「１４，１５０，０００円」を「１４，７００，

９００円」に変更する。 
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（参考資料） 

１ 工事概要 

    令和６年度京丹後市大宮庁舎改修工事（電気設備工事）について、労務単価及び資材単価の変動等による変更を行う。 

 

（１）主な変更の概要 

ア 労務単価及び資材単価の変動に伴う変更  

イ 電源ケーブル延長数量の変更等  ２，７６６ｍ→２，９４２ｍ（１７６ｍ増） 
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